
第 31号議案

令 和 ５ 年 ８ 月 1 8日 
任 用 給 与 課 

警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正について 

警視総監より申請のあった標記の件について、申請（別添）のとおり承認する。 
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警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部を改正する規程 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 内 容 

支給の範囲及び額 

第２条 

【組織改正に伴う改正】 

刑事部捜査第一課の組織改正に伴い、給料の調整額の支給を受ける職員

に「特殊犯捜査第三係」を追加 

施 行 期 日 

附則 

  令和５年 10月１日 

＜参考＞ 

〇 警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程（令和５年10月１日改正） 

新旧対照表抜粋 

 （改正案） （現行） 
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監 .警 .給 .審 第 ４２６３ 号

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日

東 京 都 人 事 委 員 会 殿

警 視 総 監

小 島 裕 史

（ 公 印 省 略 ）

警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正について

（申請）

下記のとおり訓令の改正を行う必要があるため、職員の給与に関する条例

（昭和26年東京都条例第75号）第９条第３項の規定に基づき、承認の申請を

します。

記

１ 改正する訓令

警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程（平成７年３月31日訓令

甲第16号）

２ 改正の理由

警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程

の一部改正に伴い、上記訓令の関連箇所に所要の改正が生じたため

３ 改正の内容

別添のとおり

４ 施行年月日

令和５年１０月１日
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別添



存 続 期 間

訓令甲第 号

組織整備に伴う関係訓令の整理に関する規程を次のように定める。

令和 年 月 日

警視総監 小 島 裕 史

組織整備に伴う関係訓令の整理に関する規程

（警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程の一部改正）

第１条 警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程（昭和３８年８

月１日訓令甲第１８号）の一部を次のように改正する。

（中略）

（警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の一部改正）

第７条 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程（平成７年３月３１日訓令甲第１６号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表刑事部捜査第一課の項中「及び特殊犯捜査第二係」を「、特殊犯捜査第二係及び

特殊犯捜査第三係」に改める。

（中略）

附 則

この訓令は、令和５年１０月１日から施行する。
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改 正 案 現 行

第１条 （現行のとおり） 第１条 （略）

（支給の範囲及び額） （支給の範囲及び額）

第２条 （現行のとおり） 第２条 （略）

範囲 範囲

調整額 調整額

勤務所属 職員 勤務所属 職員

警備部警備第一課 （現行のとおり） 警備部警備第一課 （略）

及び警備部警護課 及び警備部警護課

刑事部捜査第一課 警視庁本部の課長代理の担当並びに係 （現行のとおり） 刑事部捜査第一課 警視庁本部の課長代理の担当並びに係 （略）

の名称及び分掌事務に関する規程（昭 の名称及び分掌事務に関する規程（昭

和３８年８月１日訓令甲第１８号）別 和３８年８月１日訓令甲第１８号）別

表６刑事部捜査第一課特殊犯捜査第一 表６刑事部捜査第一課特殊犯捜査第一

係、特殊犯捜査第二係及び特殊犯捜査 係及び特殊犯捜査第二係の項に規定す

第三係の項に規定する分掌事務に係る る分掌事務に係る業務に従事すること

業務に従事することを本務とし、かつ、 を本務とし、かつ、常態として専従す

常態として専従する警察官 る警察官

警視庁科学捜査研 （現行のとおり） 警視庁科学捜査研 （略）

究所 究所

第３条 （現行のとおり） 第３条 （略）

警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程（平成７年３月３１日訓令甲第１６号）新旧対照表
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